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監
査
結
果
の
公
表
（
八
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

１

ペ
ー
ジ

監
査
委
員
公
告

監
査
結
果
公
告
第
８
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
を
実
施
し
た
の

で
、
同
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
監
査
結
果
に
関
す
る
報
告
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
1
6
年
３
月
3
0
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
安
　
□
正
　
義

秋
田
県
監
査
委
員
　
菅
　
原
　
龍
　
典

秋
田
県
監
査
委
員
　
山
　
田
　
昭
　
郎

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫

第
１
　
監
査
の
概
要

１
　
監
査
の
実
施

本
県
の
財
政
は
引
き
続
き
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
財
政
の
健
全
化
を
図
る
た
め
に
は
県
が

徴
収
す
る
べ
き
収
入
を
適
正
に
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
一
方
、
本
年
度
実
施
し
た

定
期
監
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
1
4
年
度
に
お
い
て
食
堂
、
売
店
、
理
髪
室
及
び
自
動
販
売
機

（
以
下
「
食
堂
等
」
と
い
う
。
）
の
設
置
に
伴
う
、
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
に
際
し

減
免
し
た
使
用
料
の
額
は
、
約
4
,8
0
0
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
に
関
し
応
益
者
負
担
の
原
則
が
公
平
に

適
用
さ
れ
、
使
用
料
が
適
正
に
県
に
納
入
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る

と
判
断
し
、
地
方
自
治
法
第
1
9
9
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
く
随
時
監
査
を
実
施
し
た
。

２
　
監
査
対
象

食
堂
等
の
設
置
に
関
し
、
平
成
1
4
年
度
に
お
い
て
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
（
以

下
「
使
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
し
た
も
の
で
、
行
政
財
産
目
的
外
使
用
料
（
以
下
「
使
用

料
」
と
い
う
。
）
の
減
免
措
置
を
適
用
し
た
も
の
を
対
象
と
し
た
。

３
　
監
査
対
象
機
関

出
納
局
管
財
課

４
　
監
査
方
法

出
納
局
管
財
課
に
提
出
を
求
め
た
監
査
資
料
及
び
関
係
書
類
に
基
づ
き
、
管
財
課
職
員
か

ら
説
明
を
受
け
る
方
法
に
よ
り
実
施
し
た
。

５
　
監
査
年
月
日

平
成
1
6
年
３
月
５
日

第
２
　
監
査
の
内
容

１
　
使
用
許
可
及
び
減
免
措
置
状
況

食
堂
等
の
使
用
許
可
件
数
は
4
3
3
件
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
秋
田
県
行
政
財
産
使
用
料
徴

収
条
例
に
基
づ
き
算
出
（
以
下
「
条
例
に
よ
る
算
出
額
」
と
い
う
。
）
し
た
使
用
料
は
、

7
9
,5
8
4
,9
1
1
円
と
な
る
。

そ
の
う
ち
減
免
許
可
件
数
は
2
0
7
件
（
使
用
許
可
件
数
に
対
す
る
割
合
は
4
7
.8
％
）
で
、

減
免
額
は
4
8
,3
3
8
,5
0
5
円
（
減
免
率
6
0
.7
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

件
　
　
数
　
　
等

①
　
使
用
許
可
件
数

（
件
）

②
減
免
措
置
件
数

（
件
）

③
減
免
件
数
の
割

合
②
/①
（
％
）

④
　
条
例
に
よ
る
算

出
額
　
（
円
）

⑤
　
実
際
の
徴
収
額

（
円
）

⑥
　
減
免
の
額（
円
）

⑦
　
減
免
率

⑥
/④
（
％
）

食
　
　
　
堂5
4

5
2

9
6
.3

3
6
,5
5
2
,0
9
0

1
3
,7
9
5
,1
8
8

2
2
,7
5
6
,9
0
2

6
2
.2

売
　
　
　
店8
3

7
0

8
4
.3

1
8
,2
1
5
,4
0
9

8
,0
1
0
,5
9
0

1
0
,2
0
4
,8
1
9

5
6
.0

理
　
髪
　
室2
1

2
0

9
5
.2

3
,9
5
1
,1
0
8

1
,2
6
8
,3
7
4

2
,6
8
2
,7
3
4

6
7
.9

計

4
3
3

2
0
7

4
7
.8

7
9
,5
8
4
,9
1
1

3
1
,2
4
6
,4
0
6

4
8
,3
3
8
,5
0
5

6
0
.7

併
　
　
　
設1
3

1
3

1
0
0

1
5
,3
8
2
,3
5
3

4
,1
1
5
,9
8
3

1
1
,2
6
6
,3
7
0

7
3
.2

自
動
販
売
機

2
6
2

5
2

1
9
.8

5
,4
8
3
,9
5
1

4
,0
5
6
,2
7
1

1
,4
2
7
,6
8
0

2
6
.0

備
考１
　
併
設
：
食
堂
又
は
売
店
と
と
も
に
自
動
販
売
機
の
設
置
を
許
可
し
て
い
る
も
の

２
　
③
減
免
件
数
の
割
合
：
使
用
許
可
件
数
に
対
す
る
減
免
許
可
し
た
件
数
の
割
合

３
　
⑦
減
免
率
：
条
例
に
よ
る
算
出
額
に
対
す
る
減
免
し
た
金
額
の
割
合
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２

２
　
営
利
・
非
営
利
別
減
免
措
置
状
況

（
１
）
使
用
許
可
し
た
4
3
3
件
を
営
利
・
非
営
利
別
に
み
る
と
、
営
利
目
的
の
団
体
又
は
個

人
（
以
下
「
営
利
目
的
の
団
体
等
」
と
い
う
。
）
が
3
6
8
件
、
非
営
利
目
的
の
団
体
が
65

件
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
減
免
措
置
し
た
も
の
は
、
営
利
目
的
の
団
体
等
が
1
5
6
件
、
非
営
利
目
的
の

団
体
が
5
1
件
で
合
計
2
0
7
件
と
な
っ
て
い
る
。

備
考１
　
営
利
目
的
：
申
請
者
が
個
人
、
民
間
企
業
の
場
合

２
　
非
営
利
目
的
：
申
請
者
の
団
体
の
設
立
目
的
が
営
利
を
目
的
と
し
な
い
場
合
（
消
費
生
活

協
同
組
合
、
財
団
法
人
等
）

３
　
減
免
率
の
上
限
：
出
納
局
長
通
知
に
規
定
さ
れ
た
減
額
で
き
る
割
合
の
上
限
及
び
免
除

【
参
　
考
】

［
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
の
減
免
基
準
に
つ
い
て
］

（
１
）
職
員
そ
の
他
県
の
施
設
を
利
用
す
る
者
の
た
め
、
食
堂
、
売
店
そ
の
他
厚
生
施
設
を
設
置

す
る
と
き
の
使
用
料
の
減
免
基
準
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

（
平
成
８
年
３
月
2
5
日
付
け
管
―
1
3
0
7
出
納
局
長
通
知
）

（
２
）
営
利
目
的
の
団
体
等
に
対
し
て
は
7
5
％
を
限
度
に
減
免
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

が
、
減
免
し
た
1
5
6
件
の
減
免
率
を
み
る
と
、
5
0
％
以
内
の
も
の
が
1
0
2
件
、
7
5
％
以
内

の
も
の
が
5
2
件
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
基
準
の
上
限
で
あ
る
7
5
％
を
超
え
て
8
8
％
の

減
免
率
を
適
用
し
た
も
の
が
２
件
あ
っ
た
。

一
方
、
非
営
利
目
的
の
団
体
に
対
し
て
は
1
0
0
％
ま
で
減
免
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
が
、
減
免
率
5
0
％
の
も
の
が
２
件
、
6
7
％
か
ら
1
0
0
％
ま
で
の
も
の
が
4
9
件
と
な
っ

て
い
る
。

申
請
者
別
件
数
等

使
　
用
　
許
　
可
　
件
　
数件
　
　
　
　
数

う
ち
営
利
目
的
　
減
免
措
置
な
し

減
免
措
置
あ
り

件
　
　
　
　
数

う
ち
非
営
利
目
的
　
減
免
措
置
な
し

減
免
措
置
あ
り

食
　
堂5
4

5
02

4
844

売
　
店8
3

6
97

6
2

1
468

理
髪
室2
1

2
11

2
0

計4
3
3

3
6
8

2
1
2

1
5
6

6
5

1
4

5
1

併
　
設1
333

1
0

1
0

自
　
動

販
売
機

2
6
2

2
2
5

2
0
2

2
3

3
78

2
9

（
単
位
：
件
）

減
　
免
　
措
　
置
　
件
　
数

5
2

4
81

3
3

3
4

1
31

1
441111

7
0

6
21

6
0

6
1118116

2
0

2
0114

1
41

1
9

2
0
7

1
5
611

1
0
0

1
0
25

4
7

2
注
）

5
4

5
1222

4
5

1
3311112

1
0

1
0

5
2

2
355

1
8

1
8

2
91

2
8

減
免
率
の
　
減
免
率
14％

上
限
5
0％
　
　
〃

25％

以
　
　
内
　
　
〃

50％

小
　
計

減
免
率
の
　
減
免
率
67％

上
限
75％

　
　
〃

75％

以
　
　
内
　
　
〃

88％

小
　
計

減
免
率
50％

〃
67％

〃
75％

〃
　
100％

50 ％
を
超
え
る

減
免
が
で
き
る

も
の

減
免

措
置

件
数

減
免

措
置

件
数

うち営利目的うち非営利目的

申
請
者
別
件
数
等

減
　
免
　
措
　
置
　
件
　
数

食
　
堂5
2

4
81

売
　
店7
0

6
21

理
髪
室2
0

2
0

計2
0
7

1
5
611

併
　
設1
33

自
　
動

販
売
機5
2

2
3

（
単
位
：
件
）

減
免
率
の
　
減
免
率
14％

上
限
5
0％
　
　
〃

25％

減
免

措
置

件
数

うち

①
　
5
0
％
を
超
え
る
減
額
又
は
免
除
で
き
る
場
合

県
が
価
格
料
金
等
に
つ
い
て
、
規
制
又
は
承
認
し
て
い
る
場
合
で
営
利
を
目
的
と
し

な
い
団
体
が
使
用
す
る
と
き
。

（
5
0
％
超
～
1
0
0
％
）

た
だ
し
、
使
用
者
が
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
又
は
個
人
で
あ
る
と
き
で
あ
っ
て
も

施
設
の
利
用
が
職
員
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
7
5
％
を
限
度
に
減
額
で
き

る
も
の
と
す
る
。

（
5
0
％
超
～
7
5
％
限
度
）

②
　
5
0
％
以
内
の
減
額
が
で
き
る
場
合

①
5
0
％
を
超
え
る
減
額
又
は
免
除
で
き
る
場
合
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３

第
３
　
監
査
の
結
果

監
査
の
結
果
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
改
善
又
は
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
た
。

１
　
改
善
を
要
す
る
事
項

（
１
）
平
成
８
年
３
月
2
5
日
付
け
出
納
局
長
通
知
（
管
―
1
3
0
7
）
の
中
で
減
免
の
要
件
と

し
て
、
「
県
が
価
格
料
金
等
に
つ
い
て
、
規
制
又
は
承
認
し
て
い
る
場
合
」
と
規
定
し

て
い
る
が
、
価
格
料
金
等
に
つ
い
て
県
が
関
与
し
た
事
実
関
係
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い

の
で
、
改
善
す
る
こ
と
。

（
２
）
行
政
財
産
使
用
許
可
申
請
書
で
、
減
免
を
受
け
る
理
由
の
記
載
の
な
い
も
の
や
理
由
の

不
適
当
な
も
の
が
あ
る
の
で
、
改
善
す
る
こ
と
。

（
３
）
減
免
率
の
適
用
に
つ
い
て

ア
　
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
食
堂
等
を
「
施
設
の
利
用
が
職
員
を
主
体
と

す
る
も
の
」
と
し
て
75％

又
は
67％

の
減
免
を
し
て
い
る
が
、
職
員
が
主
体
と
す
る
も

の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
50％

以
内
の
減
免
と
す
べ
き
で
あ
る
の
で
、
改
善
す
る
こ
と
。

イ
　
農
業
試
験
場
の
食
堂
及
び
理
髪
室
の
減
免
率
を
8
8
％
と
し
て
い
る
が
、
現
行
の
減

免
基
準
か
ら
す
る
と
7
5
％
の
減
免
が
限
度
で
あ
る
の
で
、
改
善
す
る
こ
と
。

ウ
　
「
県
が
価
格
料
金
等
に
つ
い
て
、
規
制
又
は
承
認
し
て
い
る
場
合
」
を
適
用
し
、
た

ば
こ
自
動
販
売
機
の
設
置
に
対
し
て
減
免
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
の
で
、
改
善
す

る
こ
と
。

（
４
）
売
店
、
自
動
販
売
機
の
設
置
に
係
る
行
政
財
産
使
用
許
可
書
で
転
貸
が
禁
止
さ
れ
て
い

る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
転
貸
し
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
た
の
で
、
改
善
す
る
こ
と
。

２
　
検
討
を
要
す
る
事
項

（
１
）
現
行
の
基
準
で
は
、
団
体
の
設
立
目
的
が
営
利
か
非
営
利
か
を
減
免
基
準
に
し
て
い

る
が
、
設
立
目
的
に
拘
わ
ら
ず
、
営
利
事
業
に
対
し
減
免
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
の

で
、
基
準
の
見
直
し
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

た
だ
し
、
行
政
財
産
の
運
営
上
必
要
で
、
か
つ
許
可
申
請
者
又
は
利
用
者
の
負
担
を
軽

減
す
る
た
め
、
特
に
使
用
料
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
減
免
基
準
に

①
に
該
当
し
な
い
も
の
で
、
県
が
価
格
料
金
等
に
つ
い
て
規
制
又
は
承
認
し
て
い
る

と
き
。

（
5
0
％
以
内
）

県
が
価
格
料
金
等
に
つ
い
て
、
規
制
又
は
承
認
し
て
い
る
場
合
で
営
利
を
目
的
と
し

な
い
団
体
が
使
用
す
る
と
き
。

（
5
0
％
超
～
1
0
0
％
）

た
だ
し
、
使
用
者
が
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
又
は
個
人
で
あ
る
と
き
で
あ
っ
て
も

施
設
の
利
用
が
職
員
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
7
5
％
を
限
度
に
減
額
で
き

る
も
の
と
す
る
。

（
5
0
％
超
～
7
5
％
限
度
）

②
　
5
0
％
以
内
の
減
額
が
で
き
る
場
合

①
に
該
当
し
な
い
も
の
で
、
県
が
価
格
料
金
等
に
つ
い
て
規
制
又
は
承
認
し
て
い
る

と
き
。

（
5
0
％
以
内
）

明
示
し
た
う
え
で
、
減
免
措
置
を
適
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
２
）
「
施
設
の
利
用
が
職
員
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
」
に
は
減
免
率
を
5
0
％
以

内
か
ら
7
5
％
ま
で
拡
大
し
て
い
る
が
、
職
員
が
主
体
に
利
用
す
る
と
の
理
由
で
減
免
率

を
拡
大
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
の
で
、
見
直
し
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
３
）
一
定
の
範
囲
内
で
課
所
長
が
減
免
率
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め

減
免
率
に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
の
で
、
許
可
申
請
者
間
の
不
公
平
が
生
じ
な
い
よ
う
、

基
準
を
見
直
し
す
る
必
要
が
あ
る
。

最
後
に
、
使
用
許
可
に
伴
う
減
免
に
あ
た
っ
て
は
、
申
請
書
の
厳
正
な
審
査
と
減
免
基
準
の
的
確

な
適
用
に
つ
い
て
、
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
今
回
の
随
時
監
査
は
、
使
用
料
が
適
正
に
徴
収
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
応
益
者
負
担
の
原

則
が
公
平
に
適
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
、
食
堂
等
の
設
置
に
対
す
る
使
用
料
の

減
免
の
状
況
に
つ
い
て
実
施
し
た
が
、
今
回
監
査
対
象
と
し
な
か
っ
た
使
用
許
可
に
つ
い
て
も
、
こ

の
監
査
結
果
を
踏
ま
え
、
減
免
基
準
な
ど
の
見
直
し
を
行
い
、
使
用
料
の
徴
収
や
行
政
財
産
の
管

理
・
運
営
が
適
正
に
な
さ
れ
る
よ
う
、
努
め
る
こ
と
を
要
望
す
る
。
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